
第７６号 平成２３年度徳島県母子寡婦福祉資金貸付金特別会計補正予算（第１号）

平成２３年度徳島県母子寡婦福祉資金貸付金特別会計の補正予算（第１号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ６０，０９７千円を減額し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１６０，２２９千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は，「第１表歳入歳出予算補正」による。

（地方債の補正）

第２条 地方債の変更は，「第２表地方債補正」による。

平 成２４年 ２ 月２９日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第１表 歳入歳出予算補正

歳 入

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

１ 母 子 寡 婦 福 祉 資 金 収 入 ２２０，３２６ △６０，０９７ １６０，２２９

１ 繰 入 金 １，０００ １，５００ ２，５００

２ 繰 越 金 １０７，３９０ △５１，９６３ ５５，４２７

３ 諸 収 入 １０９，９３６ △１２，６３４ ９７，３０２

４ 県 債 ２，０００ ３，０００ ５，０００

歳 入 合 計 ２２０，３２６ △６０，０９７ １６０，２２９

千円 千円 千円
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歳 出

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

１ 母子寡婦福祉資金貸付金 ２２０，３２６ △６０，０９７ １６０，２２９

１ 母子寡婦福祉資金貸付金 ２２０，３２６ △６０，０９７ １６０，２２９

歳 出 合 計 ２２０，３２６ △６０，０９７ １６０，２２９

第２表 地 方 債 補 正

１ 変 更

起 債 の 目 的
限 度 額

補 正 前 補 正 後

母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金 ２，０００ ５，０００

再校

千円 千円 千円

千円 千円

２４

平成24年2月議案その3


